
 

 

公益財団法人ソーシャルサービス協会 
 第 50 回理事会(みなし) 議事録 

 

1.理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

内閣府公益認定等委員会に 2023 年 6 月末に決算書等を提出しましたが、

同委員会から「修正等依頼書」が届き、当財団の 2021年(令和 3年)度「正

味財産増減計算書」及び同年度「貸借対照表」及び同年度「財産目録」、2022

年(令和 4年)度「正味財産増減計算書」及び同年度「財産目録」の金額が

前年度の金額について間違いがあるので修正するよう指摘があり、今般、

修正して理事会の決議とします。 

 

     2.理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 

       代表理事 神田 豊和 

 

     3.理事会の決議があったとみなされた日 

      2024年(令和 6年)2月 29日(木) 

 

     4.議事録の作成に係る職務をおこなった理事 

      常務理事 涌井 俊夫 

 

     5.理事総数 7名の 賛否 

       反対０  保留０  賛成７ 

 

 

     以上のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び 

定款第 23 条の規定にもとづく提案について、理事全員が書面により同意の意

思を示し、理事会の決議があったとみなされたので、これを証するために本議

事録を作成し、議事録の作成の係る職務をおこなった理事が次に署名捺印する。 

 

 

     2024年(令和 6年)2月 29日 

                     公益財団法人ソーシャルサービス協会 

                           常務理事  涌井 俊夫 


